
平成 28年 7月 6日 

北条鉄道株式会社 

北条鉄道ステーションマスター設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、北条鉄道株式会社（以下「会社」という。）のステーションマスターの設置及び

活動に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 ステーションマスターとは、公募等により会社に登録された年齢満 20歳以上(学生不可)のボラ

ンティア駅員をいう。 

 

（待遇） 

第３条 ステーションマスターの待遇は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）報酬は支給しない。 

（２）希望する者には、その必要性を認めた場合は、制服・制帽を貸与する。退任の場合は、貸与品を

速やかに会社に返還しなければならない。 

（３）本人及びその同伴者１名まで無料で北条鉄道に乗ることができる。ただし、乗車の際は必ず名札

(身分証)を着用し、また名札(身分証)を利用した無料乗車は通勤等を含むステーションマスターの

活動以外での使用はできないものとする。 

 

（名称及び役割） 

第４条 ステーションマスターは、個人の空き時間を利用して各種の活動を行うこととし、その種類ご

との名称及び役割は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）ステーションマスター（ボランティア駅長） 

ア 指定された駅で自分の趣味、特技を生かした活動、駅の清掃、施設管理、植栽管理、イベント

開催等により北条鉄道の魅力度を高める。また、担当駅以外の駅舎・駅構内等でも活動するこ

とができる。 担当駅外の場合、会社、担当駅長の許可等を取ること。 

イ 駅を指定されたボランティア駅長は、駅長の名称を使用することができる。 

ウ 鉄道敷地以外の場所でボランティア駅長として北条鉄道の名前を使う場合は、必ず会 

社の許可を取らなければならない。 

エ ステーションマスターは、前項に規定するもののほか、会社の許可を得て次の各号に掲げる活

動を行うことができる。 

（１）北条鉄道の各駅舎、土地等の利活用。 

（２）イベント等の企画、開催。 

（３）北条鉄道の利用促進及び業績向上に関する事項。 



オ ボランティア駅長は月 2 回以上担当駅に出勤し駅長活動、駅舎、駅構内等の清掃を行うこと、

また、北条町駅に訪問すること。 

カ 活動は営利目的、趣味のみの活動は認めない。 

キ ステーションマスターは６ヶ月ごとに会社に活動報告を提出すること。 

 

（２）鉄道サポーター 

ア 鉄道サポーターは、北条鉄道イベント等に協力する。 

 

（禁止行為） 

第５条 ステーションマスターは、名刺及び制服等の貸与品を前条に規定する目的以外に使用してはな

らない。また、会社の信用等を損なうような行為を絶対にしてはならない。 

 

（任期） 

第６条 ステーションマスターの任期は、９月１日から翌々年の８月３１日までの２年間とし、再任は

妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、６ヶ月以上活動実績のない者は、特別な事由がある場合を除いて、

任期の途中での退任となる。 

 

（追加補充） 

第７条 ステーションマスターの人員を増強する必要があるときは、随時、ステーションマスターを募

集し、面接等を経て選任することができる。ただし、その場合の任期は、現任者の残任期間と

する。 

 

（トラブル、事故等の対応） 

第８条 ステーションマスターとしての活動中に、トラブル、事故等が発生したときは、速やかに会社

に連絡し、責任ある対応を行わなければならない。ただし、その場での対応が困難であると判

断される事柄については、会社と協議の上、対応するものとする。 

（災害補償） 

第９条 ステーションマスターとしての活動中の事故等により、本人が傷害等の被害を受けたときは、

会社が加入した傷害保険の範囲内で補償されるが、会社はそれ以上の責任を負わない。 

（その他） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は社長が定める。 

 附 則 

 改定 この要綱は、平成 28年９月 1日より施行する。 


